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民事訴訟訴訟率への事件類型の影響可能性 

 

飯考行 

 

〔要旨〕 

 2014 年訴訟記録調査と訴訟当事者調査は、2004 年の同調査とともに、従来の司法統計で

は概括的な区分にとどまっていた訴訟の種類や態様を明らかにするものである。本稿は、

これらの調査の知見が、これまでの日本における民事訴訟率の低さの理由付けに新たな光

を当てるのではないかと着想し、日本の地方裁判所の民事訴訟率は民事訴訟の事件類型に

より影響を受けうるという仮説を立てて、その是非を検討する。その結果、民事訴訟率は

様々な事象に影響を受けうるものの、民事訴訟の事件類型、とりわけ法人が訴訟当事者と

して民事訴訟を利用する態様により影響を受けうることを論じる。 

 

１ はじめに 

 

 2014 年に地方裁判所本庁で終結した民事訴訟について、裁判所の事件記録にもとづく自

然人、法人が当事者の民事訴訟の内容や時期などに関する訴訟記録調査（以下、2014 年訴

訟記録調査）と、同記録にもとづく自然人の原告、被告とその代理人に対する郵送調査（以

下、訴訟当事者調査）が行われた。 

以前に、2004 年時点を対象にしてほぼ同様の調査が行われている（以下、2004 年訴訟記

録調査）。ただし、この前回の訴訟記録調査では、法人同士の訴訟（全体の約 1割）は調査

対象から除外されている（河合 2010：5 頁）。 

 関連する先行研究に、2004 年訴訟記録の概観（河合 2010）、2014 年訴訟記録調査の概観

（飯田 2020a）、訴訟の種類や態様に関する分析（木下 2020）、当事者の自然人・法人別の

分析（飯田 2020b）がある。同調査の一端を担った経験と、データ分析および上記の先行

研究から分かるのは、法人が当事者の事件が民事訴訟で少なからぬ割合を占めていること

である。これまで、民事訴訟を論じる際に、訴訟当事者として、主に自然人が想定されて

いたのではなかろうか。 

 法社会学では、日本の民事訴訟率の低さの理由づけが、主要な研究テーマの一つをなし

てきた。文化説（川島 1967、ヴォルシュレーガー2001）、制度説ないし機能不全説（ヘイ

リー1978―1979、馬場 2004 など）、予測可能性説（ラムザイヤー1990）、紛争管理説

（Tanase1990）などが唱えられてきたことは、周知の通りである。他方、当該テーマに関

して、民事訴訟の実際の態様および類型を踏まえた検討は、ほとんどなされてこなかった

ように見受けられる。 

 本稿は、日本の地方裁判所の民事訴訟率は、民事訴訟の事件類型により影響を受けうる

という仮説を立て、2004 年と 2014 年の訴訟記録調査と訴訟当事者調査その他のデータを

交えて、その是非を検討する。 
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２ 民事訴訟事件の特徴 

 

（１）訴訟記録調査 

2014 年に地方裁判所全本庁（50 ヶ所）で終結した民事通常訴訟件 100,704 件より 1,501

件を抽出した（1.5％）。以下は、その事件別内訳の概要である。 

多い順に、その他（26.4%）、不当利得返還（過払金返還請求を含む）（19.1%）、土地・建

物の明け渡し（18.3%）、家賃・地代関係（15.9%）、交通事故以外の損害賠償（14.0%）、立

替金・求償金関係（10.1%）、貸金関係（9.5%）、交通事故関係（8.9%）、保証関係（7.9%）、

労働（4.5%）、契約関係の損害賠償（4.3%）、請負関係（3.7%）、相続関係（3.5%）、土地・

建物登記関係 （2.7%）、売買代金関係（2.0%）、債務不存在確認（1.7％）、土地・建物の所

有権（0.8%）、預託金（0.7%）、手形（0.1％）、境界確定（0.1%）。以上の内訳は、譲受債権

（3.5%）、督促異議申立（2.8%）、奨学金（1.5%）を含む。 

 以上の事件別内訳の主な特徴は、以下の通りである。土地・建物の明け渡しは 20％弱

（18.3%）である。貸金関係と立替金・求償はそれぞれ 10％前後（9.5%、10.1%）となって

いる。原告のうち自然人割合は半数強（57.7%）で、うち被告が法人の不当利得返還（過払

金返還請求を含む）事件は 1/3 弱（28.8％）で、過払金事件は自然人原告事件の 16.6％と

見られる。原告のうち法人割合は半数弱（43.9％）で、うち被告が自然人の訴訟が多くを

占める（80.1％）。 

 木下（2020）によれば、2004 年終局事件と法人同士の事件を除した 2014 年終局事件を

比較して、両者の動向には大きな違いはなく、いずれにおいても土地・建物の明渡し、貸

金、立替金・求償金、交通事故以外の損害賠償が多い。ただし、2014 年終局事件では，過

払金訴訟が大幅に増加していた。クラスター分析による訴訟のタイプを類型化では、「法人

争訟追求タイプ」、「自然人争訟追求タイプ」、「法人業務タイプ」、「自然人定型タイプ」の

4 つの類型に分類できる。そのうち、第 1 類型の「法人争訟追求タイプ」は、原告である

法人が、自然人あるいは法人を被告に、訴額が比較的大きい事件について、強く権利主張

をしている訴訟類型で、原告が法人で被告が自然人である事件が 6 割近くあり、原告被告

とも法人の事件が 4 割を占める。第 3類型の「法人業務タイプ」では、法人が主として自

然人を被告として行うタイプの訴訟と推測され、業務として訴訟を行っているためか、弁

護士に代理を頼まなくても訴訟遂行ができる法人も比較的多いのに対し、被告は代理人を

立てることもしておらず、終局の仕方では、判決、それも請求認容で終了しているものが

多く、原告が法人で被告が自然人である事件が 9 割弱を占めている。 

 飯田（2020）は、当事者が自然人であるか法人であるかによる事件のタイプ分けを行っ

たうえで、それぞれのタイプにおける認容率・和解率・取下率を調べている。その結果、

自然人・法人の別は認容率および取下率と有意な関連があり、原告が法人であれば認容率

が上昇し、取下率は低下するが、被告が法人であれば、逆に認容率が低下し、取下率が上

昇する。それに対して、自然人・法人の別は和解率とは有意な関連が見られない。代理人

の存在は（原告側・被告側のどちらであれ）、和解率とは正の相関、取下率とは負の相関に

あるところ、それとは独立して、自然人・法人の別も、終局形態に対して一定の効果を有

しているようであると結論づけている。 
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（２）訴訟当事者調査 

①どのような問題をめぐる裁判だったか 

全体は、多い順に、その他（26.4％）、お金の貸し借り（20.7％）、交通事故（14.2％）、

家・マンション・土地などの貸し借り（14.0％）、家や土地の購入・売却・改修（8.0％）、

家族や親戚づきあい（7.6％）、商品・サービスの購入や契約（7.1％）、経営する会社や勤

務する会社の事業（5.3％）、職場や働き方（4.9％）、高齢社会に特有の問題（3.8％）、犯

罪（3.1％）、病院や医療（2.4％）、役所との間での問題（1.6％）、近所づきあい（0.4％）、

インターネットや携帯電話の利用（0.2％）、学校や子ども・孫の教育（0.2％）。 

 自然人原告では、多い順に、その他（29.3％）、お金の貸し借り（23.3％）、交通事故（13.3％）、

家・マンション・土地などの貸し借り（10.7％）、商品・サービスの購入や契約（7.4％）、

家族や親戚づきあい（7.4％）、職場や働き方（5.2％）、家や土地の購入・売却・改修（4.8％）、

高齢社会に特有の問題（4.8％）、経営する会社や勤務する会社の事業（4.4％）、病院や医

療（4.1％）、犯罪（3.3％）、役所との間での問題（1.5％）、近所づきあい（0.7％）、イン

ターネットや携帯電話の利用（0.4％）、学校や子ども・孫の教育（0.4％）の順である。 

 自然人被告では、多い順に、その他（22.2％）、家・マンション・土地などの貸し借り

（18.9％）、お金の貸し借り（16.7％）、交通事故（15.6％）、家や土地の購入・売却・改修

（12.8％）、職場や働き方（10.0％）、家族や親戚づきあい（8.3％）、商品・サービスの購

入や契約（6.7％）、経営する会社や勤務する会社の事業（6.7％）、高齢社会に特有の問題

（5.6％）、犯罪（3.3％）、家族や親戚づきあい（2.8％）、役所との間での問題（1.7％）、

インターネットや携帯電話の利用（0％）、病院や医療（0％）、学校や子ども・孫の教育（0％）、

近所づきあい（0％）の順である。 

②裁判の相手はどのような人あるいは組織だったか 

自然人原告は、多い順に、その他（41.1％）、それまで知らなかった人（27.0％）、配偶

者以外の家族・親戚（12.5％）、取引先（9.9％）、自分の会社（勤務先）（6.8％）、知人・

友人（5.3％）、職場の同僚・上司など（4.2％）、配偶者・元配偶者（2.7％）、近隣の人（2.3％）。 

自然人被告は、多い順に、その他（33.4％）、それまで知らなかった人（26.5％）、配偶

者以外の家族・親戚（16.7％）、取引先（10.2％）、近隣の人（7.8％）、配偶者・元配偶者

（4.8％）、知人・友人（3.0％）、自分の会社（勤務先）（2.4％）、職場の同僚・上司など（1.8％）。 

 

３ 訴訟当事者の特徴（自然人原告の理人の有無による異同） 

 

カイ二乗検定の結果、有意差が認められなかった主な事項は、以前の民事裁判経験と調

停経験、裁判再利用意欲、総合的な裁判満足度である。 

他方、有意差が認められたのは、以下の事項である。 

 裁判経験回数と調停経験回数は、代理人付き原告の方が本人訴訟原告よりもそれぞれ少

ない（ともに p<.05）。 

事件種別で、代理人付き原告の方が多いのは、学校や子ども・孫の教育（p<.01）、交通

事故（p<.05）、高齢社会に特有の問題（p<.05）で、本人訴訟原告の方が多いのは、家族や

親戚づきあい（p<.05）、役所との間での問題（p<.05）である。 

 裁判前の予想との違いは、代理人付き原告の方が、裁判にかかったお金をより高く感じ
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（p<.01）、時間をより長く感じている（p<.01）。 

本件の争いが始まってから裁判になるかもしれないと考えるようになるまでの期間は、

代理人付き原告の方がより長く回答している（p<.01）。 

裁判を起こすことを決めたときに裁判に期待したことにつき、代理人付き原告の方が事

実関係をはっきりさせることをより多く期待していた（p<.01）。 

裁判全体で使ったお金（裁判で負けたり和解で取り決めたりして相手方に払ったお金は

除く）は、代理人付き原告の方が多かった（p<.05）。 

  地方裁判所での裁判の結果で、和解（示談）が成立したのは代理人付き原告の方が多く

（p<.05）、訴えを取り下げたのは本人訴訟原告の方が多かった（p<.01）。 

地方裁判所で判決が出た原告のうち、本人訴訟原告の方が判決書を判決理由を含めてよ

く読んでいた（p<.05）。判決の内容は、代理人付き原告の方が実質的にみて勝訴であった

（p=.05）。 

証拠収集や事実調査は、本人訴訟原告の方が、相手方の持っている証拠や事実を調べる

ことが困難で、第三者のもとにある証拠や事実を調べることが困難だった（それぞれ

p<.05）。代理人付き原告の方が、証拠や事実をさがす必要がなかった（p<.05）。 

 当事者尋問は、代理人付き原告の方が、法廷で証言したことはなかった（p<.05）。 

 裁判官の評価は、本人訴訟原告の方が、裁判官は自分を見下しているようだった（p<.05）、

裁判官の裁判のすすめ方は強引だった（p<.01）、と感じている。 

 裁判の相手は、代理人付き原告の方が、それまで知らなかった人が多かった（p<.05）。 

 裁判の相手とは、本人訴訟原告の方が、他にも紛争やもめごとをかかえていた（p<.05）。 

 裁判は高齢の方にとって利用しやすいか利用しにくいかにつき、代理人付き原告の方が、

わからないという回答が多かった（p<.01）。 

 

４ 民事訴訟事件数と法人数等の推移 

 

（１）民事訴訟事件数 

 第一審民事通常訴訟事件のうち、地方裁判所の事件数は、以下の通りである。なお、2014

年民事訴訟記録調査では、地方裁判所本庁の事件のみを対象としているが、以下のデータ

は、地方裁判所支部を含む地方裁判所全体の訴訟事件数となっている。 

平成を通じて、2009 年をピークに上昇し、下降傾向にある。この増減に影響を与えた主

な要因は、過払い金返還請求訴訟と見られる。 
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（最高裁判所（2020）35 頁） 

 

民事訴訟記録調査の対象年の 2004 年と 2014 年を比較すると、138,498 件から 142,488

件人へ約 1.02 倍増加している。2014 年にも減少傾向とはいえ過払い金返還請求訴訟が見

られ、件数にも影響を与えている。 

2004 年と 2014 年の人口はそれぞれ 127,687,000 人と 127,083,000 人で、約 0.5％減少し

ている。人口 10万人あたりの民事訴訟率は、それぞれ 108.5 件と 112.1 件で、約 3.3％増

加している。 

 2019 年の民事訴訟件数は 134,934 件、人口 126,167,000 人で、訴訟率は 107.0 件となっ

ている。 

 2014 年民事訴訟記録調査および当事者調査は、地方裁判所本庁で終結した事件に限られ

ているが、簡易裁判所の訴訟事件数を参考までに記せば以下の通りである。上記に地方裁

判所の民事訴訟事件数と同様に、平成を通じて、2009 年をピークに上昇して下降傾向にあ

り、過払い金返還請求訴訟の影響と見られる。 
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（最高裁判所（2020）36 頁） 

 

（２）法人数 

 国税庁の会社標本調査によれば、2004 年は 2,572,088 社、2014 年は 2,616,485 社である

（約 1.7％増加）。 

 

（３）弁護士数 

 参考までに、日本の民事訴訟率の低さの理由づけのテーマで、制度説ないし機能不全説

で挙げられる弁護士数の推移を確認したい。平成元年 13,541 人から令和元年 41,118 人へ

約 3倍増加している（各年 3月 31 日現在）。民事訴訟記録調査の対象年の 2004 年と 2014

年を比較すると、20,224 人から 35,045 人へ約 1.7倍増加している。 

同時期の上記の民事訴訟件数（ほぼ不変）および民事訴訟率（約 3.3％増加）にかんが

みて、弁護士の増加はそれらを大幅に上回っていることが分かる。 

 

 

 

 



7 
 

５ 検討 

 

日本の民事訴訟率の低さの理由の理由づけに関する従来の議論では、木下（2020）の分

類による「法人争訟追求タイプ」、「自然人争訟追求タイプ」、「法人業務タイプ」、「自然人

定型タイプ」のうち、主に自然人が訴訟を提起する「自然人争訟追求タイプ」、「自然人定

型タイプ」を念頭におく一方、法人の関わる「法人争訟追求タイプ」、「法人業務タイプ」

はほとんど考慮されてこなかったように見受けられる。 

飯田（2020）は、当事者の自然人・法人の別と、訴訟代理人の有無が、訴訟の終局形態

に一定の効果を有していると結論づけており、法人が訴訟代理人を選任しうる資源を多く

持つ傾向により、自然人との差はより大きくなりうる。 

ギャランター（1974）は、原告を、時たまの裁判利用者であるワン・ショッター（OP）

と、多くの同種の訴訟に従事するリピート・プレイヤーズ（RP）に分類する。OPの例とし

て、離婚事件の配偶者、自動車負傷原告、刑事被告人が、RPの例として、保険会社、検察

官、金融会社が、それぞれ挙げて、代理人弁護士も、OP と RP に対応して分類する。この

ギャランターの議論は、本稿で検討した日本の民事訴訟の類型にもあてはまるように見受

けられる（ただし、平田 2020 は逆の結論を示している）。 

 自然人原告に注目するだけでは、訴訟率とその増減を十分に説明できず、法人原告およ

び多様な訴訟類型にも目配りする必要があるのではないか。後者の関係では、法人数の増

減や、経済状況によっても、訴訟率は影響を受けうる。歴史的に、不況時に金銭の支払い

督促の手段として裁判が用いられて訴訟件数が増える傾向は、すでに指摘されており（林

屋 1996）、その支払い督促には法人による訴訟利用が多く含まれることが推測される。 

 

６ おわりに 

 

 本稿では、日本の地方裁判所の民事訴訟率は、民事訴訟の事件類型により影響を受けう

るという仮説を立て、2004 年と 2014 年の訴訟記録調査と訴訟当事者調査その他のデータ

を交えて、その是非を検討した。その結果、民事訴訟率は様々な事象に影響を受けうるも

のの、民事訴訟の事件類型、とりわけ法人が訴訟当事者として民事訴訟を利用する態様に

より影響を受けうることを論じた。日本の民事訴訟率の低さの理由づけをめぐる議論にお

いて、民事訴訟の実際の類型と態様への留意を促す問題提起になれば幸いである。 
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